
津山市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例（案）について 

 

 

１ 条例制定の背景と趣旨 

  近年、地域における人口減少や社会的ニーズの変化、産業構造の変化等に伴い、空

家等が年々増加しています。適切な管理が行われなくなった空家等は、地域の安全性

の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題を生じさせる原因となっています。 

このため、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成２

６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成２７年５月

から施行されました。 

これを受け、津山市では、「津山市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例」を

制定し、今後、空家等に関する施策を推進するため、空家等対策計画を策定します。 

 

 

２ 条例の概要 

（１）目的 

 空家等の適正管理及び有効活用を図るため、必要な事項を定めるものです。 

  

※ 空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。た

だし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

（２）所有者等の責務 

 市の空家等対策に協力し、空家等の適正管理及び活用促進に努めていただきます。 

 

（３）市の責務 

  空家等の適正管理及び有効活用に関する対策を実施します。 

 

（４）情報提供 

  市民は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、市に情報を提供

するよう努めていただきます。 

 

 



（５）協議会 

  「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、津山市空家等対策協議会を

設置します。協議会は、１０人以内の委員で組織し、委員の任期は２年です。 

  

※ 協議会とは、空家等対策計画等の作成を行う機関です。 

 

（６）緊急安全措置 

  市長は、特定空家等が市民の生命、身体又は財産に切迫した危害を及ぼす状態に

あるとき、かつ、所有者が必要な措置を講じることができない特別の事情があると

きに、所有者の負担において、危害を回避するために必要最小限の措置を行うこと

ができます。 

  市長は、緊急安全措置を講じるときは、所有者の同意を得なければなりません。 

 

※ 特定空家等とは、①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、②著しく衛生上有害

となるおそれのある状態、③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なってい

る状態、④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあ

る空家等をいいます。 

 

（７）支援 

   市長は、空家等の適正管理及び有効活用に係る改修、除去等の支援をすることが

できます。 

 

（８）関係機関との連携 

  市長は、空家等の立入調査又は特定空家等に対する措置をとるために、警察その

他の関係機関に協力を求めることができます。 

 

（９）委任 

   条例の施行に関して必要な事項は、別に定めます。 

 

 



３ 空家等に関する対応フロー図 

 
              （条例） 

空家等の実態調査      市民からの情報提供             
 
  （法律） 

  空家等に関する所有者などの調査 

 

  （法律）                     

  適切な管理を促進するため、           所有者の自主的な 

  所有者に対する情報の提供、助言、援助      利活用又は適正管理 

 

 

  （法律） 

  外見上、危険と認められる空家等の立入調査 

   

 

   特定空家等の認定 

   

  （法律） 

  生活環境の保全を図るため、助言又は指導 

 

                                   （条例） 

            （条例） 緊急安全措置           津山市空家等 

                                   対策協議会 

            ※ 緊急に危害を回避するための     意 見 

                必要最小限の措置（室外機の    

                固定や簡易な柵の設置など） 

  （法律） 

   特定空家等の状態が改善されないとき、勧告 

 

  （法律） 

  正当な理由がなく措置をとらなかったとき、命令 

 

  （法律） 

  措置を履行しないときなど、代執行 

 

 

 

４ 条例施行日 
   

平成２８年４月１日（予定） 

 


